
  

 

 

 

平成 26 年 6 月 9 日 

各  位 

 

会 社 名 仙 波 糖 化 工 業 株 式 会 社

代 表 者 名 代表取締役社長 堀川駿太郎

（ＪＡＳＤＡＱ・コード２９１６） 

問 合 せ 先 常務取締役管理本部長 小 林 光 夫

 TEL (０２８５)８２－２１７１

 

株主優待制度の導入に関するお知らせ 
 
当社は、平成 26年 6月 9日開催の取締役会において、株主優待制度の導入を決議致しましたので
お知らせいたします。 
 

記 
 
1. 株主優待制度導入の目的 

株主の皆様の日頃のご支援に感謝するとともに、当社株式への投資魅力を高め、より多くの株

主の皆様に当社株式を中長期的に保有して頂くことを目的としております。また、当社は、自社

商材の拡充を中期的な収益拡大策の一つのテーマとして取り組んでおり、株主様に自社製品の品

質などを確認して頂くことも目的の一つとしております。 

 

2. 株主優待制度の概要 
(1) 対象となる株主様 

毎年 9月 30 日現在の株主名簿に記録された株主様のうち、5単元（500 株）以上保有されてい

る株主様を対象といたします。 

(2) 株主優待制度の内容 
5 単元（500 株）以上保有の株主様に対して、自社製品 3,000 円相当を贈呈いたします。 

(3) 贈呈時期 
毎年 12 月上旬に発送を予定しております。 

 

3. 開始時期 
平成 26 年 9 月 30 日現在の株主名簿に記録された 5 単元（500 株）以上を保有されている株主

様を対象として開始いたします。 

 

以上 
 


